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高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会設置要綱 
 

（趣旨） 

第１ この要綱は、高田松原津波復興祈念公園有識者委員会設置要綱第６第１項及び同

第４項の規定に基づき、高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会（以

下「委員会」という。）の設置について、必要な事項を定めるものである。 

 

（所掌事項） 

第２ 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 岩手県陸前高田市高田松原地区における高田松原津波復興祈念公園に整備する

震災津波伝承施設（仮称）の検討に関すること 

(2) その他、震災津波伝承施設（仮称）に関して必要な事項 

 

（組織） 

第３ 委員会は、委員６人以内をもって組織し、優れた見識を有する者のうちから知事

が任命する。 

２ 委員は、第２の規定に関する調査審議が終了した時は、解任されるものとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４ 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５ 委員会は、知事が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要に応じて専門的知識を有する者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

 

（庶務） 

第６ 委員会の庶務は、岩手県復興局において処理する。 

 

（その他） 

第７ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定めるものとする。 

 

附則 

 この要綱は、平成 27年 8 月 10 日から施行する。  

資料１ 
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高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会 委員名簿 

 

（敬称略） 

区分 氏 名 役 職 

委員長 

副委員長 

委員 

委員 

委員 

委員 

南
みなみ

 正昭
まさあき

 

柴山
しばやま

 明寛
あきひろ

 

小笠原
おがさわら

 裕
ひろし

 

山口
やまぐち

 壽道
としみち

 

 

熊谷
くまがい

 順子
じゅんこ

 

 

赤沼
あかぬま

 英男
ひでお

 

岩手大学地域防災研究センター長，工学部教授 

東北大学災害科学国際研究所准教授 

株式会社岩手日報社常勤監査役 

公益財団法人山の暮らし再生機構理事長  

（元 公益財団法人中越防災安全推進機構事務局長） 

株式会社復建技術コンサルタント事業企画本部理事 

（元 国土交通省東北地方整備局企画部防災課長） 

岩手県立博物館首席専門学芸員 

 

 

 

 

高田松原津波復興祈念公園震災津波伝承施設検討委員会 事務局 

 

 岩手県復興局 

 岩手県県土整備部 

 国土交通省東北地方整備局 

 陸前高田市 
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【参考】 高田松原津波復興祈念公園有識者委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、高田松原津波復興祈念公園有識者委員会（以下「委員会」という。）

の設置について、必要な事項を定めるものである。 

 

（所掌事項） 

第２ 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 岩手県陸前高田市高田松原地区における高田松原津波復興祈念公園の計画・設

計等の検討に関すること。 

(2) その他必要な事項。 

 

（委員会の構成） 

第３ 委員会は、別表に掲げる委員で構成する。 

２ 委員は、岩手県知事が委嘱する。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。 

 

（運営及び会議） 

第５ 委員会は、委員長との協議により事務局が招集する。 

２ 委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 委員長が必要と判断した場合、委員以外の者を会議に参加させることができる。 

 

（ワーキンググループ等及びアドバイザー） 

第６ 委員長が必要と判断した場合、委員会の下にワーキンググループ等及びアドバイ

ザーを設置することができる。 

２ ワーキンググループ等は、第２に定める事項について、具体的な検討を行う。 

３ アドバイザーは、第２に定める事項について、個別に意見を述べることができる。 

４ ワーキンググループ等及びアドバイザーに関する必要な事項は別に定める。 

 

（設置期間） 

第７ 委員会は、設置の目的を達成した時に解散する。 

 

（事務局） 

第８ 委員会の事務局は、岩手県に置く。 

２ 事務局は、委員会の庶務を委託することができる。 
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（その他） 

第９ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定めるものとする。 

 

附則 

この要綱は、平成 27 年８月５日から施行する。 

 

 

（別表） 

 

高田松原津波復興祈念公園有識者委員会 委員名簿 

 

                                   （敬称略） 

区分 氏 名 役 職 

委員長 中井 検裕 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 

副委員長 涌井 史郎 東京都市大学環境学部教授 

委員（※） 篠沢 健太  工学院大学建築学部教授 

委員（※） 広田 純一 岩手大学農学部教授 

委員（※） 南  正昭 岩手大学地域防災研究センター長・教授 

委員 戸羽  太 陸前高田市長 

   

   

   

   

 

※ ワーキンググループ等幹事 


